３　昭和２５年度以降の府税の税率等の推移
（事業税）

	
	事業税

	
	個人
	法人

	昭和25年度
	免税点


25,000円

税率
第１種

12％

第２種

8％
特別所得税





第１種業務

6.4％

第２種業務

8％
	税率

普通法人
12％


特別法人
8％

　　収入金額課税法人
1.6％

	昭和26年度
	
	

	昭和27年度
	基礎控除


38,000円
	

	昭和28年度
	基礎控除


5万円
	

	昭和29年度
	基礎控除


7万円

税率
第１種

8％

第２種

6％

第３種

6％

第３種中 助産婦業等
4％
特別所得税を統合する。

	税率
普通法人



50万円以下
10％

50万円超

12％

収入金額課税法人




1.5％
生命保険事業を収入金額課税法人とする。

	昭和30年度
	基礎控除


10万円
	損害保険事業を収入金額課税法人とする。

	昭和31年度
	基礎控除


12万円
	

	昭和32年度
	税率


第１種事業




課税所得




　50万円以下
6％

　50万円超

8％
	税率
普通法人



50万円以下
8％

100万円以下
10％

100万円超

12％
地方鉄道軌道事業を所得課税とする。

	昭和33年度
	
	

	昭和34年度
	基礎控除


20万円
	税率

普通法人


50万円以下
7％

100万円以下
8％

200万円以下
10％

200万円超

12％
特別法人


50万円以下
7％

50万円超

8％

	昭和35年度
	
	

	昭和36年度
	
	

	昭和37年度
	税率


第１種事業

5％

第２種事業

4％

第３種事業

5％

第３種事業中助産婦業等




3％
	税率

普通法人


100万円以下
6％

200万円以下
9％

200万円超

12％
特別法人


100万円以下
6％

100万円超

8％

	昭和38年度
	
	

	昭和39年度
	事業主控除


22万円
	税率

普通法人


150万円以下
6％

300万円以下
9％

300万円超

12％

	昭和40年度
	事業主控除


24万円
	

	昭和41年度
	事業主控除


25万円
	

	昭和42年度
	事業主控除


27万円
	

	昭和43年度
	
	

	昭和44年度
	
	

	昭和45年度
	事業主控除


32万円
	

	昭和46年度
	事業主控除


36万円
	

	昭和47年度
	事業主控除


60万円
	

	昭和48年度
	事業主控除


80万円
	

	昭和49年度
	事業主控除


150万円
	税率

普通法人


　300万円以下
6％

　600万円以下
9％

　600万円超
12％
特別法人


　300万円以下
6％

　300万円超
8％
昭和49.5.1から適用。


	昭和50年度
	事業主控除


180万円
	税率




普通法人


350万円以下
6.6％（6％）


700万円以下
9.9％（9％）


700万円超
          13.2％（12％）

特別法人


350万円以下
6.6％（6％）


350万円超

8.8％（8％）

昭和50.5.１から適用。税率はかっこ内。
昭和50.11.15からは、かっこ外の税率を適用。ただし、中小法人についてはかっこ内の税率を適用。

	昭和51年度
	事業主控除


200万円
	

	昭和52年度
	事業主控除


220万円
	

	昭和53年度
	
	

	昭和54年度
	
	

	昭和55年度
	
	

	昭和56年度
	
	

	昭和57年度
	
	

	昭和58年度
	
	

	昭和59年度
	
	

	昭和60年度
	事業主控除


240万円
	

	昭和61年度
	
	

	昭和62年度
	
	

	昭和63年度
	
	

	平成元年度
	
	

	平成2年度
	
	税率

普通法人


350万円以下
6.3％（6％）

 
700万円以下
9.45％（9％）


700万円超

12.6％（12％）

特別法人


350万円以下
6.3％（6％）


350万円超

8.4％（8％）

平成2.11.1から適用。
中小法人については、かっこ内の税率を適用

	平成3年度
	
	

	平成4年度
	
	

	平成5年度
	事業主控除


270万円
	

	平成6年度
	
	

	平成7年度
	
	

	平成8年度
	
	

	平成9年度
	
	

	平成10年度
	
	普通法人の税率

年400万円以下の所得
　 　5.88％(5.6％)

年400万円超800万円以下の所得　  8.82％(8.4％)
年800万円超の所得
　　　　　　　　　  11.55％(11％)

清算所得

              11.55％(　-　)

特別法人の税率

年400万円以下の所得
    5.88％ (5.6％)

年400万円超の所得
              7.875％ (7.5％)

清算所得

              7.875％　(　-　)
中小法人については、かっこ内の税率を適用

	平成11年度
	事業主控除額

年290万円
	普通法人の税率

年400万円以下の所得
    5.25％ (5％)

年400万円超800万円以下の所得   7.665％ (7.3％)

年800万円超の所得
             10.08％ (9.6％)

清算所得

             10.08％　(　-　)

特別法人の税率

年400万円以下の所得
   5.25％(5％)

年400万円超の所得
             6.93％ (6.6％)

清算所得

             6.93％　(　-　)
中小法人については、かっこ内の税率を適用

	平成12年度
	
	①

普通法人の税率


年400万円以下の所得及び年400万円以下の各特定信託の各計算期間の所得
 5.25％(5％)

年400万円超800万円以下の所得及び年400万円超800万円以下の各特定信託の各計算期間の所得

           7.665％ (7.3％)

年800万円超の所得及び年800万円超の各特定信託の各計算期間の所得

 10.08％ (9.6％)

清算所得

　          10.08％　(　-　)

特別法人の税率


年400万円以下の所得及び年400万円以下の各特定信託の各計算期間の所
  5.25％ (5％)

年400万円超の所得及び年400万円超の所得及び各特定信託の各計算期間の所得
  6.93％ (6.6％)

清算所得

         　  6.93％　(　-　)

中小法人については、かっこ内の税率を適用

平成12.11.30から適用。
②銀行業等に対する課税標準等の特例

対象法人：各事業年度末の「資金量」の残高が５兆円
　以上である銀行業又はこれに類する事業を
　　　　　　　行う法人

課税標準：業務粗利益等

税率：普通法人

3％
特別法人

2％
平成12.6.10以後５年以内に開始する事業年度分の事業税について適用。

	平成13年度
	
	①　創業促進税制創設
普通法人のうち特定業種中小創業法人　
年400万円以下の所得
  0.525％ (0.5％)
年400万円超800万円以下の所得  0.7665％ (0.73％)

年800万円超の所得  
  1.008％ (0.96％)

収入金額課税法人
             0.1365％( 0.13％)

普通法人のうち中小創業法人
 
年400万円以下の所得
   2.625％ (2.5％)

年400万円超800万円以下の所得  3.8325％ (3.65％)

年800万円超の所得    
   5.04％ (4.8％)

収入金額課税法人   
   0.6825% (0.65％)

中小法人については、かっこ内の税率を適用

平成13.4.1～19.3.31までの間に府内で設立した法人の設立後５年の間に終了する各事業年度分に適用。
②　銀行業等に対する課税標準等の特例

平成14.4.1以後に開始する事業年度から適用。

平成14.5.30前に終了した事業年度分は、外形課税と所得課税のどちらか低い額の課税。

	平成14年度
	
	銀行業等に対する課税標準等の特例
　平成15.4.1以降に開始する事業年度から適用。

　平成15.4.1前に終了した事業年度分は、外形課税と所得課税のどちらか低い額の課税。

	平成15年度
	
	銀行業等に対する課税標準等の特例

適用期間


平成15.4.1から平成16.3.31までの間に開始する事業年度

税率


普通法人

0.9％


特別法人

0.3％

	平成16年度
	
	外形標準課税の導入

（　）は標準税率

資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人

　付加価値割

  0.504％（0.48％）

　資本割


  0.21％（0.2％）
　所得割　

400万円以下の所得
  3.99％（3.8％）

400万円超800万円以下所得　
  5.775％（5.5％）

800万円超の所得　　
  7.56％（7.2％）

３以上の道府県に事務所等を有する法人



  7.56％（7.2％）
※　平成16.4.1開始事業年度から適用

	平成17年度
	
	

	平成18年度
	
	

	平成19年度
	　課税対象事業から助産師業を除外。
	創業促進税制

普通法人のうち中小製造業創業法人　

年400万円以下の所得
　　0.525％ (0.5％)
年400万円超800万円以下の所得



　　0.7665％ (0.73％)

年800万円超の所得
　　　　　　　　　　1.008％ (0.96％)

収入金額課税法人
　　　　　　　　　　0.1365％ (0.13％)

平成19.4.1～25.3.31までの間に府内で設立した法人の設立後５年の間に終了する各事業年度分に適用。
中小法人については、かっこ内の税率を適用



	平成20年度
	
	地方法人特別税創設に伴う標準税率の引下げ
（　）は標準税率
普通法人



年400万円以下の所得
　　　　2.95％（2.7％）

年400万円超800万円以下所得　　　　4.365％（4％）

年800万円超の所得
　　　　5.78％（5.3％）

３以上の道府県に事務所等を有する法人5.78％（5.3％）

清算所得

　　　　　　　　　　　　5.78％　(　-　)

特別法人



年400万円以下の所得
     2.95％（2.7％）
年400万円超の所得
     3.93％ (3.6％)

３以上の道府県に事務所等を有する法人3.93％ (3.6％)

清算所得

　               3.93％　(　-　)

収入金額課税法人

収入割
                         0.765％ (0.7％)

外形標準課税法人

付加価値割
              0.504％（0.48％）

資本割

              0.21％（0.2％）

所得割

400万円以下の所得
    1.69％（1.5％）

400万円超800万円以下所得　 2.475％（2.2％）

800万円超の所得
    3.26％（2.9％）

３以上の道府県に事務所等を有する法人




    3.26％（2.9％）
清算所得

    3.26％　(　　-　)

創業促進税制

普通法人のうち中小製造業創業法人

年400万円以下の所得
　　0.295％ (0.27％)

年400万円超800万円以下の所得　 0.4365％ (0.4％)

年800万円超の所得
　　　　　　　　　 0.578％ (0.53％)

収入金額課税法人
　　　　　　　　　　0.0765％ (0.07％)

中小法人については、かっこ内の税率を適用

※　平成20.10.1以降に開始する事業年度に適用


	平成21年度
	
	

	平成22年度
	
	①清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行。

　　 平成22.10.1より
②創業促進税制の適用期限の延長

　　　平成24.3.31までの間に府内で設立した法人の設立後５年の間に終了する各事業年度分に適用。

③障がい者雇用促進税制の創設

・特定特例子会社（Ｈ22.4.1～Ｈ27.3.31までの間に認定を受けた特例子会社で、一定の要件を満たす法人）の認定日の属する事業年度終了後５年の間に終了する各事業年度の事業税の税率について、適用されるべき税率に１／１０を乗じたものに軽減。

・重度障がい者多数雇用法人（Ｈ22.4.1～Ｈ27.3.31までの間に府内の事務所等で新たに重度身体障がい者等を雇い入れ、一定の要件を満たす法人）の要件を初めて満たした日の属する事業年度終了後５年の間に終了する各事業年度の事業税の税率について、適用されるべき税率に１／10を乗じたものに軽減。

・障がい者多数雇用中小法人（雇用する労働者の数が常時200人以下の法人で、府内の事務所等における各事業年度に属する各月初日における雇用障がい者数の合計数が一定の数を超える法人）の、平成27．3．31までの間に開始する各事業年度の事業税の税率について、適用されるべき税率に１／10を乗じたものに軽減。（軽減税額上限有）


	平成23年度
	
	創業促進税制の適用期限の延長

　　平成25.3.31までの間に府内で設立した法人の設立後
５年の間に終了する各事業年度分に適用。


	平成24年度
	
	国際戦略総合特区税制の創設

　　対象法人：「特区地域進出等事業計画」について知事の認定を受け、認定後3年以内に認定特区事業を開始した法人（事業計画認定期間は、平成24.12.1から平成28.3.31まで）
　　軽減内容：５年間全額軽減、引き続く５年間１/２軽減 （府内で実施する事業に占める認定特区事業の割合分に限る。）



	平成25年度
	
	

	平成26年度
	
	地方法人特別税の規模を１/３縮小し、法人事業税に復元する。

（　）は標準税率

普通法人



年400万円以下の所得
　　　　3.65％（3.4％）

年400万円超800万円以下所得　　　　　5.465％（5.1％）

年800万円超の所得
　　　　　　　　　　　　7.18％（6.7％）

３以上の道府県に事務所等を有する法人7.18％（6.7％）

特別法人



年400万円以下の所得
     3.65％（3.4％）

年400万円超の所得
     　　　　　　　　4.93％ (4.6％)

３以上の道府県に事務所等を有する法人4.93％ (4.6％)

収入金額課税法人

収入割
                         0.965％ (0.9％)

外形標準課税法人

付加価値割
              0.504％（0.48％）

資本割

              0.21％（0.2％）

所得割

400万円以下の所得
    2.39％（2.2％）

400万円超800万円以下所得　 3.475％（3.2％）

800万円超の所得
    4.66％（4.3％）

３以上の道府県に事務所等を有する法人




    4.66％（4.3％）

※　平成26.10.1以降に開始する事業年度に適用



	平成27年度
	
	①所得割の税率を引下げるとともに、外形標準課税を段階的に拡大する。
（　）は標準税率

外形標準課税法人
　　　付加価値割　　　　　　　　　　　　　　　　0.756％(0.72％)
　　　資本割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.315％(0.3％)

所得割

400万円以下の所得
    1.755％（1.6％）

400万円超800万円以下所得　 2.53％（2.3％）

800万円超の所得
    3.4％（3.1％）

３以上の道府県に事務所等を有する法人




    3.4％（3.1％）

※　平成27.4.1以降に開始する事業年度に適用

②障がい者雇用促進税制の適用期限の延長
平成32.3.31までに認定を受けた法人に適用。



	平成28年度
	
	①所得割の税率を引下げるとともに、外形標準課税を段階的に拡大する。

（　）は標準税率

外形標準課税法人
　　　付加価値割　　　　　　　　　　　　　　　　1.26％(1.2％)
　　　資本割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.525％（0.5％)

所得割

400万円以下の所得
    0.395％（0.3％）

400万円超800万円以下所得　 0.635％（0.5％）

800万円超の所得
    0.88％（0.7％）

３以上の道府県に事務所等を有する法人




    0.88％（0.7％）
※　平成28.4.1以降に開始する事業年度に適用
②成長産業特別集積区域税制に制度改正

対象法人：成長産業事業計画について知事の認定を受け、認定後３年以内に認定成長産業事業を開始した法人（事業計画認定期間は、平成33.3.31まで）

軽減内容：５年間全額軽減、引き続く５年間1／2軽減 （府内で実施する事業に占める認定成長産業事業の割合分に限る。）

	平成29年度
	
	

	平成30年度
	
	

	令和元年度

	
	地方法人事業税（国税）を創設することに併せて、法人事業税の税率を下げる。
（　）は標準税率

普通法人



年400万円以下の所得
　　　　3.75％（3.5％）

年400万円超800万円以下所得　　　　　5.665％（5.3％）

年800万円超の所得
　　　　　　　　　　　　7.48％（7％）

３以上の道府県に事務所等を有する法人7.48％（7％）

特別法人



年400万円以下の所得
     3.75％（3.5％）

年400万円超の所得
     　　　　　　　　5.23％ (4.9％)

３以上の道府県に事務所等を有する法人5.23％ (4.9％)

収入金額課税法人

収入割
                         1.065％ (1％)

外形標準課税法人

付加価値割
              1.26％（1.2％）

資本割

              0.525％（0.5％）

所得割

400万円以下の所得
    0.495％（0.4％）

400万円超800万円以下所得　 0.835％（0.7％）

800万円超の所得
    1.18％（1％）

３以上の道府県に事務所等を有する法人




    1.18％（1％）
※　令和元.10.1以降に開始する事業年度に適用

	令和２年度
	
	①収入金額課税法人のうち、小売電気・発電事業法人の税率を以下のとおりとする。
（　）は標準税率

外形標準課税法人

収入割　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.8025％(0.75％)
付加価値割
             0.3885％(0.37％)
資本割

             0.1575％(0.15％)
上記以外の法人

収入割　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.8025％(0.75％)
所得割　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.9425％(1.85％)
※　令和2.4.1以降に開始する事業年度に適用
②障がい者雇用促進税制の適用期限の延長
令和7.3.31までに認定を受けた法人に適用。

	令和３年度
	
	成長産業特別集積区域税制について、事業計画認定期間を令和8.3.31まで延長。

	令和４年度
	
	①収入金課税法人のうち、特定卸供給事業法人について、小売電気・発電事業法人と同様の課税方式とする。
※　令和4.4.1以後に終了する事業年度に適用

②ガス供給業のうち、特定ガス供給業を行う法人に対する税率を以下のとおりとする。
収入割　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.519％(0.48％)

付加価値割
             0.8085％(0.77％)

資本割

             0.336％(0.32％)
※　令和4.4.1以降に開始する事業年度に適用
③外形標準課税法人の年800万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、税率を以下のとおりとする。

所得割　　　　　　　　　　　　　　　　　1.18％（1％）
※　令和4.4.1以降に開始する事業年度に適用

	令和５年度
	
	

	令和６年度
	
	


